
議案 第 ２ １ 号  

教育 財産 の 取得 につ いて  

 上 記 の 議 案 を 提出 する 。  

  令 和 ４ 年 ３ 月 ３ ０ 日  

      提 出 者  板 橋 区 教 育 委 員会 教 育長  中 川  修 一  

 

教育 財産 の 取得 につ いて  

地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 第 ２ １ 条 第 ２

項に より 、 教育 財産 を取 得 する 。  

対象 教育 財 産  

教育 財産 の 取得  

名   称  

所  在  地  

分   類    別 紙 の と お り  

種   類  

種   目  

数量 （㎡ ）  

引継 前の 用 途  シ ニ ア 学 習 プラ ザ（ 所管：長寿 社 会推 進課 ） 

取得 年月 日   令 和 ４ 年 4 月 1 日  

 

（提 案理 由 ）  

令 和 ４ 年 度 の 組 織 改 正 に よ り 、 板 橋 区 立 シ ニ ア 学 習 プ ラ ザ

が長 寿社 会 推進 課か ら生 涯 学習 課に 移管 と なる 。  

こ の こ と か ら 、 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律

第 ２ ８ 条 第 ３ 項 及 び 東 京 都 板 橋 区 公 有 財 産 規 則 第 ９ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 引 き 継 ぎ を 受 け 、 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営

に関 する 法 律第 ２１ 条第 １ 号の 規定 によ り 管理 する ため 。  



 

教 育 委 員 会 資 料 

令和４年３月 30 日 

生 涯 学 習 課 

 

 

教育財産の取得について 

 

１ 名  称 

２ 所 在 地 

３ 分  類   別紙のとおり 

４ 種  類 

５ 種  目 

６ 数量（㎡） 

７ 引継前の用途 シニア学習プラザ（所管：長寿社会推進課） 

８ 取得年月日  令和４年４月１日 

９ 取得理由 

 令和４年度の組織改正により、板橋区立シニア学習プラザが長寿社会推進課から

生涯学習課に移管となった。 

このことから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 28条第 3項及び東 

京都板橋区公有財産規則第 9条第 1項の規定により引き継ぎを受け、地方教育行政 

の組織及び運営に関する法律第 21条第 2号の規定により管理するため。 

10 引継後の用途 

   現在の用途であるシニア学習プラザを継続する。 

11 今後の予定 

   令和４年４月１日より管理を開始する。 

          



第８号様式（第９条関係）

板橋区教育委員会　様

記

-

板橋区長　坂本　健

　　　　　（公印省略）

※引継ぎ前の公有財産番号：０００６２３－B００００２
※引継日は令和４年４月１日とする
※システム上の異動は、令和３年度財産が確定したのちに行うた
め、公有財産番号はブランクとなっています。

４ 板 総 契 管 第 748 号

令 和 ４ 年 ３ 月 １ 日

教 育 財 産 引 継 書

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第28条第３項及び東京都板橋区公
有財産規則９条第１項の規定により、下記により教育財産を引き継ぎます。

公有財産番号
（索引番号）

分類 種類 種目 数量

行政財産
公共用財産

建物 事務所建

備　　考

1,324.00㎡

引渡事由
板橋グリーンカレッジの事務移管に伴い、シニア学習プラザの所
管が変更になるため

引渡前の
所管部課名

長寿社会推進課

財産の表示
（引継ぎ後）

名称 シニア学習プラザ

所在 板橋区志村三丁目３２－６

所管
課名

生涯学習課

用途 シニア学習プラザ


